
バーチャルリアリティ防災体験車制作業務委託公募型プロポーザル 質問内容及び回答 
 

No 質問 回答 

１ 現在の車両メーカーにおける生産体制は、令和5年4月

から道路交通法の改正により新基準での受注生産状態

です。6月に業者設定が出た場合で車両発注を行った時

に、納期が判明する状態です。状況に応じて、別途協

議する事は可能でしょうか。 

 

本委託業務については、令和６年３月の履行完了としておりますが、社

会情勢など様々な要因により、車両の調達が難しい状況にあることか

ら、必要に応じて、契約の相手方と別途協議して参ります。 

２ 音響装置及び制作要件に記載されている大型プラズマデ

ィスプレイは、現在生産完了仕様の為液晶ディスプレイ

に変更可能でしょうか。 

液晶ディスプレイに変更可能とします。 

ただし、ディスプレイに流れる映像が屋外でも視認可能なレベルのもの

とします。 

 


